
 

平成26年４月11日  

情報通信審議会 情報通信技術分科会  
 陸 上 無 線 通 信 委 員 会  

 

280MHz帯の周波数を使用するセンサーネットワーク等 

に関する提案募集 

－無線設備の技術的条件の検討開始に向けて－ 

 

情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会（主査：安藤 真 東京工

業大学大学院 理工学研究科教授）では、280MHz帯の周波数を使用するセンサーネット

ワークの無線設備の技術的条件について検討を開始する予定です。 

その検討に資するため、平成 26 年４月 12 日（土）から平成 26 年５月 12 日（月）ま

での間、280MHz帯の周波数を使用するセンサーネットワーク等に関する提案を募集しま

す。 

 

１ 検討の背景等 

(1) 検討の背景 

280MHz 帯 ※の周波数は、電気通信業務用のページャーの無線局で使われていますが、最盛

期と比較して無線局数が減少しているところです。周波数再編アクションプラン（平成 25年

10 月改定版）でも、「近年の電気通信業務用ページャーの需要に応じて周波数幅を見直し、合

計 5MHz 幅程度をセンサーネットワーク用周波数として使用するための検討を実施」すること

とされています。これを受けて無線設備の技術的条件の検討を開始するにあたり、その検討

に資するため、280MHz 帯の周波数を使用するセンサーネットワーク等に関する具体的な提案

を募集します。 

※280MHz 帯：周波数割当計画（平成 24年総務省告示第 471号）で無線呼出用に利用できるとされてい

る 276.65MHzから 277.95MHz まで、278.15MHzから 279.15MHzまで及び 279.95MHzから 287.95MHz ま

での周波数帯をいう。 

(2) 検討内容 

280MHz 帯の周波数を使用するセンサーネットワーク等の無線局の無線設備の技術的条件及

び他システムとの共用条件等について検討を行う予定です。 

 

２ 提案募集 

(1) 提案募集の対象 

陸上無線通信委員会での検討に資するため、280MHz 帯の周波数を使用するセンサーネット

ワーク等の無線局のサービスイメージ及び端末料金などの商用化に関する具体的な計画、無

線設備の技術的条件、システムへの要求条件等について、平成 26 年４月 12 日（土）から平

成 26 年５月 12日（月）までの間、提案募集を行います。 

(2) 募集要領 

別紙のとおり 
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(3) 募集期限 

平成 26 年５月 12日（月）午後５時まで。 

３ 280MHz帯の周波数を使用するセンサーネットワークに関する参考情報 

(1) 280MHz 帯はセンサーネットワーク以外のシステムでも利用されています。導入にあたって

は、陸上移動業務相互間の場合よりも厳しい共用基準に基づく航空移動業務との干渉検討が

必要です。 

(2) 干渉検討の結果、設置場所や移動範囲に制限が入る、端末に対する管理が必要になるなど

の可能性があります。 

(3) センサーネットワークに割当てが見込まれる周波数は、280MHz帯のうち合計約 5MHz幅です

が、連続したものではありません。また、この幅は隣接システムとの周波数間隔を含むため、

実際の割当て幅の合計は 5MHz以下になります。 

(4) 割当てが見込まれる周波数の幅で最も数が多いものは 25kHz 幅（隣接システムとの周波数

間隔を含むため、実際の割当て幅は 25kHz 以下（例えば 16kHz）になります。）で、最も広い

ものは約 750kHz（１件のみ）です。 

連絡先 

【意見の募集について】 

連絡先：総合通信基盤局 電波部 移動通信課 

担 当：五十嵐課長補佐、西森第二技術係長、難波官 

住 所：〒100－8926 

東京都千代田区霞が関２－１－２ 中央合同庁舎第２号館 

電 話：（代表）03-5253-5111 内線 5893、（直通）03-5253-5893 

ＦＡＸ：03-5253-5946 

E-mail：enhanced-mobile_atmark_ml.soumu.go.jp 

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。 

 送信の際には、「@」に変更してください。 

【情報通信審議会について】 

連絡先：情報通信審議会事務局（情報通信国際戦略局 情報通信政策課 管理室） 

担 当：竹中課長補佐、輿石係長 

電 話：（代表）03-5253-5111 内線 5957、（直通）03-5253-5957 

ＦＡＸ：03-5253-5945 

【関係報道資料】 

・「周波数再編アクションプラン（平成 25年 10月改定版）」の公表（平成 25年 10 月９日） 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000103.html 
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別紙 

提案募集要領 

280MHz 帯の周波数を使用するセンサーネットワーク等の無線局のサービスイ

メージ及び端末料金などの商用化に関する具体的な計画、無線設備の技術的条

件、システムへの要求条件等について提案される方は、下記により提案書を提

出してください。 

記 

１ 様式 

適宜様式（Word、PowerPoint 等）に氏名、住所（法人又は団体の場合は、

名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）及び連絡先（電話番号又は電

子メールアドレス）を明記の上、以下の項目を必ず含めた上で、提出期限まで

に日本語にてご提出ください。 

(1) システムの概要 

(2) サービスイメージ 

(3) 無線設備の技術的条件 

(4) システムへの要求条件 

(5) 商用化に関する具体的な計画 

○サービス開始の時期

○料金のイメージ

○端末の価格

また、提案いただくシステムは、公募に当たっての前提条件（別添）と整合

したものに限ります。 

２ 提出期限 

平成 26年５月 12日（月）午後５時必着とします。 

３ 提出方法 

提案は、次のいずれかの方法により送付するものとし、提出媒体は基本的に

は電子媒体としてください。なお、FAX、持参又は郵送の場合、提出頂いた提

案を電子媒体により提出していただくようお願いすることがありますので、そ

の際はご協力願います。 

電子媒体の条件は、次のとおりです。 
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○記録媒体：CD-R、DVD-R又は USBメモリ

○ファイル形式：テキストファイル、マイクロソフト社 Word ファイル又

はジャストシステム社一太郎ファイル（他のファイル形式とする場合は、

担当までお問合せください。）

○記録媒体には、提出者の氏名、提出日、ファイル名記載のラベルを貼付

してください。

なお、送付いただいた記録媒体は、返却できませんのであらかじめ御了承願

います。 

【電子メールの場合】 

電子メールアドレス：enhanced-mobile_atmark_ml.soumu.go.jp 

（※スパムメール防止のため、@を「_atmark_」と表示していますので、

ご送信の際は「_atmark_」を@に直してください。） 

総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 第二技術係 宛 

なお、電子メールの受取可能最大容量は５MB となっていますので、それ

を超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。 

【ＦＡＸの場合】（※担当に電話連絡後、送付してください。） 

電話番号：03-5253-5893 

ＦＡＸ番号：03-5253-5946 

総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 第二技術係 宛 

【持参又は郵送の場合】（平成 26年５月 12日（月）午後５時必着） 

送付先住所：〒100-8926 

東京都千代田区霞が関２-１-２ 中央合同庁舎第２号館 

総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 第二技術係 宛 

４ 留意事項 

(1) 提案の取扱い 

提出された提案内容については、後日、公表する予定です。 

その際、提出された方の氏名及び所属（法人等にあってはその名称）に

関する情報についても併せて公表する予定です。提案内容等は原則開示を

想定しておりますが、不都合がある場合はご連絡ください。 

なお、「商用化に関する具体的な計画」の項目については、希望があれ

ば公表しないこととしますので、公表しないことを希望する場合、公表し

ないことを希望する部分をご連絡ください。 
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また、「商用化に関する具体的な計画」を含め、提出された提案内容の

全部又は一部は、情報通信審議会情報通信技術分科会陸上無線通信委員会

における検討に活用することとします。 

(2) 提案内容の聴取 

提出された提案内容の詳細を把握するため、提案者から、その内容や当

該方式の技術的実現性等を説明していただくことがあります。説明を求め

る場合は、移動通信課第二技術係より提案者に事前にご連絡いたしますの

で、あらかじめご了承ください。 

なお、説明に当たって発生する交通費等は支給されません。 

(3) 今後の予定 

提出された提案内容を参考として、陸上無線通信委員会において要求条

件や技術的条件の詳細な検討を行います。 

提案されたシステムの技術的条件をとりまとめるためには、提案者には、

技術情報その他の提案内容について同委員会において詳細な説明をいた

だくこと、十分な試験データの提出等、調査・検討へご協力いただくこと

が必要となりますので、その旨あらかじめご了承ください。 
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別添 

提案募集に当たっての前提条件 

280MHz 帯の周波数を使用するセンサーネットワーク等の無線局の無線設備の

技術的条件、システムイメージ及びシステムへの要求条件の提案募集に当たっ

ては、下記の事項を前提条件とします。 

記 

○センサーネットワーク又はこれに類するデータ通信システムの実現に資する

ものであること。

○周波数割当計画（平成 24年総務省告示第 471号）で無線呼出用に利用できる

とされている 276.65MHzから 277.95MHzまで、278.15MHzから 279.15MHzまで

及び 279.95MHzから 287.95MHzまでの周波数帯を使用するものであること。

○特定のメーカーのみが製造できるものではないこと。

○技術的に実現可能な方式であること。
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